
レシート 

Q＆A 

Ｑ１．収入証紙を購入したけど使いませんでした。返金してもらえますか。 

Ａ１．令和 12 年 12 月 27 日まで還付（返金）が可能となります。収入証紙の額面の合計か

ら当該金額の 3.3％にあたる金額を除いた額（端数切り捨て）を口座振り込みによりお返し

します。 

今後、県出納局会計課 HP に案内等が掲載される予定です。詳細は、県出納局会計課（電

話番号：055-223-1304）にお問い合わせください。 

 

Ｑ２．納付済証はどのようなものですか。 

Ａ２．イメージ画像は以下のとおりです。レシート（現金納付の場合は領収書、キャッシュ

レス納付の場合は利用明細書）と納付済証が 2 枚綴りで発行されます。 

納付済証は、納付手数料名（略字）と納付金額が印字されます。納付済証を受け取った際

に<納付済証>の印字があること、納付手数料名（略字）及び納付金額が正しいことを確認し

てください。 

＜納付手数料名（略字）＞ 

  ・全日制入学審査料（2,200 円の場合） → 全日制＿高校入学審査料 

  ・定時制入学審査料（950 円の場合） → 定時制＿高校入学審査料 

  ・志願変更定時制から全日制（1,250 円の場合） → 定時から全日_志願変更差額 

＜イメージ画像＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こちらを入学願書に添付 

納付手数料名 
（略字） 

納付済証 

5.8cm 

約 12cm

～15cm 納付金額 

＜納付済証＞ 

こちらは入学願書には添付できません 



Ｑ３．複数人分をまとめて納付することはできますか。 

Ａ３．まとめて納付することはできません。2 人分以上を納付する場合は、1 人分ごとに会計

が必要となります。 

（例）全日制の入学審査料 2,200 円を 5人分納付したい場合 

1 度の会計で 11,000 円 （2,200 円×5 人分）を納付した場合、11,000 円の納付済証 1 枚が発行されてし

まいます。その場合、5 人の入学願書に納付済証を貼り付けることができませんので、必ず 1 人分ごとに

会計をして 2,200 円の納付済証を 5枚受け取ってください。 

 

Ｑ４.納付済証を紛失した場合どうしたらいいですか。 

Ａ４．再発行はいかなる理由でもできません。そのため、入学審査料を再度納付いただく必

要があります。また、レシート（領収書等）での代替もできません。入学願書にレシート（領

収書等）が貼り付けてある場合は受理できませんので納付済証を紛失することのないよう十

分に注意してください。 

 

Ｑ５．新たな納付方法で間違った納付をしてしまいました。返金してもらうことは可能です

か。 

 

 

 

 

Ａ５．納付済証を入学願書に添付し、高校に提出していない場合には返金可能です。 

 納付した当日 

・現金及び一部のキャッシュレス決済は、納付したレジで返金の手続きを行うことがで

きます。 

・手続きには、当日付の納付済証原本、（<納付済証>の文言、手数料名、納付額の印字を

読み取ることができない場合は、還付対象となりません）及びレシートが必要となり

ます。 

【当日中の返金や決済取消ができる決済種別】 

決済種別 使用可能な決済種別 当日の返金・決済取消 

現金 ― ○ 

クレジットカード VISA、Mastercard、JCB、AmericanExpress、Diners Club ○ 

電子マネー 交通系 IC、QUICPay+、楽天 Edy、WAON、nanaco × 

コード決済 Smart Code、PayPay、d 払い、楽天ペイ、Alipay、Wechat pay ○ 

 納付した翌日以降 

・県出納局会計課で全ての決済種別の返金手続きができます。 

・詳細は、出納局会計課（電話番号:055-223-1304）にお問い合わせください。 

 

Ｑ６．全日制課程 2,200 円のうち 1,250 円を収入証紙、950 円を POS レジ収納（納付済証）

で納付することはできますか。 

Ａ６．併用はできません。どちらかの方法で納付をしてください。 

○間違った納付の例 

・全日制の入学審査料 2,200 円を納付すべきところを定時制の入学審査料 950 円を納付してしまった。 

・1 回の会計で 2 名分を納付したことで、「納付済証」が 1 枚にまとめて発行されてしまった。 


